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環境影響化学物質全廃の推進 

《リコー／日本》 

リコーは1993年から「製品に使用され

る可能性のある環境影響化学物質」につ

いて独自の基準を設け、削減に取り組ん

できました。2002年度にはリコー禁止

14物質群のうち、最後の4禁止物質群に

ついて全廃の方針を打ち出すとともに、

「全廃ワーキンググループ」を設置し、製

品づくりに関わる全ての部門（設計部門・

資材部門・生産部門）が参加しています。

含有化学物質の調査や調査結果の妥当

性判定をはじめ、部品別の「全廃キーマン」

の設定や、設計者が部品の含有化学物質

情報をチェックできる環境負荷情報デー

タベースの構築など、全廃に向けて「漏れ

のないワークフローづくり」と「ルーチン

業務への早期展開」を図っています。

2004年度からはさらに2物質群をリコー

禁止物質として追加しました。 

 

RoHS指令に準拠した製品の発売 

環境影響化学物質全廃活動の結果、2004

年度は、カラーデジタル複合機imagio Neo 

C600シリーズやimagio Neo C285/355

シリーズなど、EUのRoHS指令に準拠した

製品を新たに発売しました。 

リコー禁止物質、行動計画全廃物質、RoHS指令＊の関係 

リコー禁止物質（16物質群） 

93年から禁止物質として
いたが一部残されていた
除外用途を見直し、RoHS
指令への対応を推進。 

 欧州RoHS指令 
 規制物質 
（6物質群） 

●鉛及びその化合物 

●六価クロム及びその化合物 

●カドミウム及びその化合物 

●水銀及びその化合物 

●PBB 

●PBDE

重点的に 
全廃を進める 
4物質群 

＊ EU電気電子機器危険物

質使用制限指令。電気

電子機器への特定の化

学物質の使用を制限す

るEU指令で、2003年

に発効。2006年7月1日

より規制開始。 

●TBTO 

●TBT/TPT

●アスベスト 

●PCB 

●PCN 

●PCT 

●塩化パラフィン 

●HFCS,PFCS,SF6 

●オゾン層破壊物質 

●PVC（ポリ塩化ビニル） 

製品の化学物質管理体制の構築 

設計部門 資材部門 生産部門 

設計・資材部門 
全廃ワーキング 
グループ 

資材・生産部門 
全廃ワーキング 
グループ 

漏れのないワークフロー構築とルーチン業務への早期展開 

・設計図面への表記 

・部品の代替検討 

・調査結果の妥当性判定 

・各設計ステージでの管理強化 

・含有化学物質調査 

・禁止物質不使用証明書取得 

・部品・原材料の現物チェック 

・仕入先企業の化学物質管理状況 
  チェック 

計測技術の確立 imagio Neo C600 モデル75に 

オプションを装着したものです。 



汚染予防 製品に関する取り組み 
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製品含有化学物質管理システム 

認証制度に関する 

パイロットプログラムの実施 

《リコー／日本》 

現在、製品に含まれる化学物質のマネジ

メントシステムに関しては、世の中に基

準となる規格が存在しないため、各社が

独自に取り組みを進めています。このため、

複数の企業に部品などを納入している企

業は、納入先ごとに異なる内容の化学物

質管理を求められる可能性があります。

そこで、リコーは製品含有化学物質マネ

ジメントシステムの規格化の妥当性を確

認するために、JQA＊1と共同でパイロット

プログラム＊2を実施しました。プログラ

ムは、ＪＩＰＤＥＣ＊3が設置した「製品含有化

学物質管理認証制度検討委員会」が作成

したガイドライン草案をもとに、リコーが

自社の化学物質マネジメントシステムを

構築し、JQAの審査を受けるという流れ

で行われました。その結果、ガイドライン

はマネジメントシステムの構築に有効で

あることが確認されました。また、このプ

ログラムを通じJQAという第三者機関に

より客観的評価をいただいたことで、リコー

の製品含有化学物質マネジメントシステ

ムの改善にも役立ちました。 

＊ 製品から排出される化学物質で、オゾンや粉塵、VOC

（Volatile Organic Compound：揮発性有機化合物）

などがある。 

環境配慮型製品をいちはやく市場に供給するために、 
リコーは、世界で初めて化学エミッションの 
試験機関として認証を受けました。 

T O P I X 　    

化学エミッション試験機関としての認証を取得 

大森事業所に設置された化学エミッション試験所 

日本にはなかった 

認証試験機関 

世界的にグリーン購入の機運が高ま

る中、特に製品使用時に発生する化学

エミッション＊に対してお客様の関心が

高まっています。世界の環境ラベルをリー

ドするドイツのブルーエンジェルマー

クの規準が2004年1月に改訂され、

機器から排出される化学エミッション

についてはBAM（Bundesanstalt fur 

Materialforschung und -prufung：

材料研究および材料試験に関するド

イツ連邦研究所）から認証を受けた試

験機関の測定結果のみ

を受け付けることに変

更されました。このため、

当初はドイツやアメリ

カの認定試験所に製品

を輸送する必要があり、

ブルーエンジェルマー

クの取得申請データを

そろえるために多大な

時間とコストがかかっ

ていました。 

メーカーとして世界初、 

試験機関の認証を取得 

リコーは、設計・開発拠点に独自の化学

エミッション試験所を設置し、2004年

10月、メーカーでは世界で初めて複写機・

プリンターの測定が行える試験機関と

してBAMより認証を取得しました。これに

より、迅速に自社製品のブルーエンジェ

ルマークの取得申請を行い、市場に環境

配慮型製品を供給する体制が整いました。 

＊1 財団法人日本品質保証機構 

＊2 詳細は 

http://www.ricoh.co.jp/release/by_field/other/ 

2004/0609.html 

＊3 財団法人日本情報処理開発協会 
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ドイツのIT業界団体の　BITKOM様にうかがいました。 

グリーン購入はますます広がっています。 

化学物質の測定が手軽に行えるようになることは、 
使用者が安心して使える機器の普及につながります。 

N T E R V I E W 　   業 界 団 体 様  

リコーを試験機関として審査・認証した　BAM様にうかがいました。 

N T E R V I E W 　   研 究 機 関 様  

BAMは1870/71年に設立された、ドイツ連邦経済労働省

（BMWA）管轄下の連邦科学技術上級機関です。OA機器な

どから排出される化学物質を研究しているほか、BAMは、

総合的な公共の安全技術の進歩を目標にしています。リコー

を試験機関として審査・認証したヤン博士、ヴィルケ博士

にお話をうかがいました。 

BITKOMは、メンバー企業700社という欧州最大の電気・IT業界団体です。 

環境部門のトビアス博士にお話をうかがいました。 

ドイツでも、OA機器などのグリーン購

入を行う企業が増えています。BIT-

KOMのグリーン購入ガイドラインを利

用するだけでなく、自社のガイドライ

ンを設定している企業や官庁もありま

す。BITKOM内の環境に関するワーキ

ンググループの目的の1つは、ドイツ

国内にある複数の異なるグリーン購

入ガイドラインを一致させることです。 

今後は、省エネやリサイクル性能だけ

でなく、化学物質に関する市場の注目

も高まってくると考えます。BITKOMは、

環境安全衛生に関する将来的なお客

様からの要求や質問に備え、国際的な

標準化団体やＮＧＯはもちろん、関係省

庁やBAMのような研究機関とも密接

に活動しています。 

ベルリンにあるBAM本部 

OA機器から排出される化学物

質とは？　またその影響は？ 

ブルーエンジェルマークが規定して

いる化学物質としては、ベンゼン、ス

チレン、オゾン、粉じん、総揮発性有

機化合物（TVOC）があげられます。

TVOCには、特に健康に影響を及ぼす

可能性がある化学物質として注目し

ています。 

 

民間企業が試験機関として 

認証を受けることについて 

民間企業を審査するのは初めてでし

たが、専門の試験機関に対する審査

と同等の審査を行い

ました。ブルーエンジェ

ルマークの規準に則っ

た、精度の高い試験

が行えるかを審査し

ました。また、メーカー

の試験所ということで、

営業部門と測定部門

の独立性が保たれており、試験結果

を正しく開示できる体制になってい

るかという点に着目しました。実際に

リコーの試験所を訪問して、測定技術

と管理能力がともに優れていること

を確認できたので、認証しました。また、

民間企業が試験機関として認証を受

けることは、これも歓迎すべきことで

す。化学物質の確実な測定が手軽に

行えるようになることで、使用者が

安心して使える機器の普及につなが

るからです。 

Dr. Mario Tobias

左からDr.Jurgen Lexow、 Dr.Oliver Jann、 Dr.Olaf Wilke


